
令和７年度 権利擁護支援者養成講座 基礎編 開催要項 

 

１ 目   的 

自分らしく安心して暮らせる社会を目指し、権利を守るための知識と行動力を

身につける支援者を育成します。誰もが支え合える地域づくりに貢献し、市民の

皆様が主体的に関わるきっかけとなることを目的として開催します。 

 

２ 主   催  三条市成年後見支援センター 

 

３ 開 催 日 時  令和７年 12月６日（土）午前９時 00分～午後５時 00分 

 

４ 会   場  三条市総合福祉センター１階会議室 

（三条市東本成寺２番１号） 

 

５ 対 象 者 

 (１) 権利擁護（成年後見制度等）についてはじめて学ぶ方 

 (２) 権利擁護に関する活動に興味のある方 

 

６ 定   員  30人程度 

 

７ 参 加 費  無料 

 

８ 内   容  別紙参照 

 

９ 申 込 方 法  電話か Googleフォームで申し込み 

 

10 申込締切り  令和７年 11月 25日（火） 

 

11 そ の 他 

・本研修（12/6基礎編、12/13ステップアップ編）の修了が権利擁護支援活動を

行う必要要件となります。 

 

  



権利擁護支援者養成講座 基礎編 日程 

時 間 内 容 講 師 ねらい 

8:30～ 受付開始 ― ― 

9:00～9:10 開会オリエンテーション 事務局 ― 

9:10～11:10 みんなの暮らしを守るし

くみ 

新潟県弁護士会 

弁護士 廣田 貴子 氏 

（廣田法律事務所） 

・「権利擁護」とは何かを、自分自身や身近な人の日常

から考え、関心を持つきっかけをつくる 

・ 地域や家庭、職場など身近な場面で、権利擁護を担

う支援者としての視点や姿勢を育む 

11:10 ～11:20 休憩 ― ― 

11:20～12:40 権利を守る制度と、わた

したちにできること 

成年後見ｾﾝﾀｰ・ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ新潟県支部 

司法書士 井口 允 氏 

（司法書士井口允事務所） 

・暮らしの中で権利が脅かされる場面と、それを支え

る制度のしくみを学ぶ 

・地域住民や関係者が「支援者になれる可能性」に気

づき、安心して一歩踏み出すきっかけを得る。 

12:40～13:40 昼休憩 ― ― 

13:40～15:10 高齢者及び認知症の理解 認知症地域支援推進員 

弥久保 忠男 氏 

（はあとふるあたごｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ三条） 

・高齢者の疾患や特性を理解する。 

・認知症に関する基礎知識、接する上での心構えを学

ぶ。 

15:10～15:20 休憩 ― ― 

15:20～16:50 障がい者の理解 （医）恵愛会 桃梨園 

管理者 竹田 翼 氏 

（福）県央福祉会 

相談支援センターハート 

課長代理兼主任相談支援専門員  

山上 誠一 氏 

・知的障がい者や精神障がいに関する基礎知識、接す

る上での心構えを学ぶ。 

16:50～17:00 閉会オリエンテーション 事務局 ― 



 


